
仕 様 書 

 

１ 業務名  

重要文化財「岩手県平泉遺跡群（柳之御所遺跡）出土品」保存業務 

 

２ 趣 旨 

  重要文化財「岩手県平泉遺跡群（柳之御所遺跡）出土品」（岩手県所有）について、公開・活用 

に供し、かつ将来にわたって適切に保管するため、脆弱な指定品について保存修理等を施すもの 

である。 

 

３ 委託期間   契約日～令和８年３月19日  

 

４ 対象資料 

  重要文化財「岩手県平泉遺跡群（柳之御所遺跡）出土品」のうち 

資料名 
資料

番号 

口径 

/長さ 

(mm) 

器高 

/幅 

(mm) 

遺存率 

(%) 
種別 品質・形状・材質等 

差歯下駄 556 22.4 12.2 90 下駄 
本体2片に分割（未接合)、

差歯2枚あり 

椀 854 16.0 7.1 95 漆製品 黒漆、口縁一部欠 

椀 855 19.2 7.2 20 漆製品 黒漆、2破片未接合 

扇骨 575 45.0 2.0 100 扇骨 
4個が組合う、要孔あり、4本

のうち1本が 2片に折損 

曲物 415 30.5 24.2 100 木製品 
下段箍に蛇の目の 4ッ星 

底部外れ 

箸 418 15.3 0.8 100 木製品 2片接合 

箸 419 32.1 0.9 100 木製品 
一部欠、2片折損（未接合）

R3修理 

箸 420 23.5 0.7 100 木製品  

箸 421 18.8 0.7 100 木製品 両端欠、2片接合 

箸 422 17.0 0.5 90 木製品 先端一部欠 

箸 423 15.8 0.5 100 木製品 一端のみ尖る 

箸 424 19.8 0.5 98 木製品 一部欠、2片接合 

箸 425 19.1 0.6 100 木製品 一端のみ尖る 

箸 426 19.9 0.7 100 木製品 中央やや湾曲 

箸 427 23.8 0.7 100 木製品 先端部2片接合 

箸 428 22.5 0.6 100 木製品 先端折れ 

箸 429 26.4 0.6 100 木製品 先端折れ曲り 

箸 430 28.0 0.9 100 木製品 両端が尖る 

以上18点 

 



 

５ 対象資料の現状 

  資料は木製品で、仮接合及び一部欠損部を樹脂によって修復した状態にあり、岩手県立平泉世

界遺産ガイダンスセンター（平泉町）の収蔵庫に保管している。 

資料は経年による劣化で脆弱なものもあり、取り出しや移動等には十分な注意を必要とする。 

 

６ 資料の保管場所  

  岩手県立平泉世界遺産ガイダンスセンター 岩手県西磐井郡平泉町平泉字伽羅楽 108-1 

 

７ 業務に必要な実績 

  入札公告の日から過去５年以内に、官公庁の発注における重要文化財指定の木製品の保存修理

実績があること。 

 

８ 保存修理等の仕様について 

（１）修理・復元〔対象資料 575，421，424，427，428，429 ６点〕 

ア 対象資料は脆弱な状態にあるため、先ずＸ線デジタル撮影を行い、状態を調査した上で写

真撮影を行い現状の記録を行うこと。尚、Ｘ線の撮影は 500dpi 以上の解像度で撮影するこ

と。 

イ 仮接合してある破片はすべて解体した上で、既存の接着剤の除去、及びクリーニングを 

施す。その際、モニターでＸ線画像をコントラスト調整しながら破損につながるクラックな

どがないか確認を行い、修理必要と判断した際は、慎重に適切な処理を施すこと。 

ウ 破断面に強化処理が必要と判断した箇所には、溶剤で希釈した可逆性のある樹脂を塗布す

る等、適切な処理を施すこと。 

エ 接合はひずみが出ないように接合すること。なお、接着剤はアクリル樹脂を使用し、十分

な強度を保持すること。 

オ 欠損箇所が大きい場合は、あらかじめ監督員と協議の上、復元作業を施し、形状が安定し

た状態を保つように充填復元すること。 

カ 色彩は樹脂に適した変色・褪色の起こり難いアクリル絵の具を選定し、薄い色を塗り重ね

て色調・材質感を十分に再現できるよう施すこと。なお、色彩箇所は現物と充 填部分の区

別ができるように僅かに明度を落とすとともに、資料原形を汚さないよう十分注意すること。 

（２）安定台座の作製〔対象資料 資料番号556，854・855，575，415，418～430 ５点〕 

  公開及び保管時の欠損防止を目的とした安定台座を作製する。 

 ア 対象資料を箔で養生の上、シリコーンを使用して型取り、安定台座を作製する。 

    ※型にシリコーンを流し込む前に脱泡装置を使用して完全脱泡をおこなうこと。 

イ 収納枠を製作し、その内にシリコーン製安定台座を据え付ける。 

ウ 安定台座以外の材質は桐又はアクリルとし、資料の安定保管と公開時に視覚的な妨げにな 

らない形状とする。 

エ 製作図案を作成し、承認を受けた後に製作を開始すること。 

（３）保存箱の作製〔対象資料 資料番号556，854・855，575，415，418～430 ５点〕 

資料の安定化のために資料の形状に合わせた専用の保存箱を製作し、納入する。製作する保

存箱は次に掲げる仕様を満たすものとする。 

ア 保存箱は展示ケースとしても使用できるものとする。 

イ 使用する素材は透明度の高いアクリル樹脂(全光線透過率 92.6％程度またはそれを上回る

もの)を使用。厚みは 3㎜以上とする。 



ウ 保存箱は気密性の高いものとし、換気回数は 0.5回/日以下とする。なお、納入時、換気回

数試験を実施したデータを提出すること。 

エ 保存箱内に資料劣化要因となる有害なアルカリ性または酸性ガスの発生がないよう、製作

する素材および使用する接着剤には特に注意を払うこと。なお、製作後、パッシブインジケ

ータによる検査を実施し、有害ガス発生がみられないことを確認すること。納品時にはその

検査結果も併せて提出すること。 

オ 保存箱の製作前に、図面等を作成し、岩手県教育委員会担当者と協議を行うこと。 

カ 保存箱の製作方法及び対応については、本仕様書の内容の他、文化庁並びに岩手県教育委

員会の指導・指示を受けること。 

 

９ 保存修理資料の運搬について  

（１）保存修理に係る資料の運搬に当たっては、重要文化財の運搬に実績のある業者に委託し、搬

送に当たっては美術品専用車を使用すること。  

（２）搬出時は、担当者、受託者が共に立会い、資料の相互点検、確認及び記録写真を撮影するこ

と。 

（３）輸送の際の責任は受託者が負うものであること。 

 

10 指導及び打合せについて 

（１）保存修理実施前及び終了時に、県担当者同席の下、文化庁文化財第一課の担当調査官の指導

を受けること。  

（２）契約締結後、速やかに委託内容に関する打合せを行うこと。その後、受託者又は委託者が必

要と判断した場合は、その都度打合せを行うこと。なお、打合せに要する経費は受託者の負担

とすること。  

 

11 結果報告書  

（１）保存修理終了後、保存修理結果報告書を２部提出すること。保存修理報告書は、修理前、修

理後写真、及び作業手順の説明を骨子とし、その他修理後の資料を保管する上で参考となる事

項をまとめたものとすること。 

（２）デジタル写真データはメディアにて提出すること。 


